
別紙１（総価契約用）

延長
(㎞)

作業目標
区分

除雪水準
分類ランク

備考

住田町
世田米（火石)

～
住田町

世田米(向川
口)

4.3 第１種 Ａ 車道

住田町
世田米(向川

口)
～

住田町
赤羽根峠

13.2 第１種 Ａ 車道

住田町
箱根峠

～
住田町
大洞

4.2
第2種

(冬期通行
止めまで）

A
(冬期通行止めま

で）
車道

住田町
大洞

～
住田町
小松

8.2 第2種 Ａ 車道

住田町
小松

～
住田町
八日町

3.2 第2種 Ａ 車道

住田町
八日町

～
住田町
山脈地

0.6 第2種 Ａ 車道

住田町
中埣

～
住田町
六郎峠

4.3 第2種 Ｂ 車道

住田町
蕨峠

～
住田町
奥新切

2.9
第2種

(冬期通行
止めまで）

A
(冬期通行止めま

で）
車道

住田町
奥新切

～
住田町
十文字

5.5 第2種 Ａ 車道

～ 46.4

区　　　　間

道路除排雪業務委託内容明細書

路線名

一般国道107号

種別 機械除雪

一般県道釜石住田線

一般県道釜石住田線

一般国道340号

一般県道釜石住田線

一般県道上有住日頃市線

一般県道遠野住田線

一般県道釜石住田線

一般県道遠野住田線



別紙２-1（総価契約用）

種別 機　械　除　雪

8：00～17：00 17：00～20：00 20：00～5：00 5：00～8：00

4.0ｍ級 3 3 貸与 時間 40 10 10 10
国）340号他
車道

ホイール型
8t級

1 1 借上 時間 5 0 0 0
一）遠野住田
線他
車道

時間

時間

時間

時間

時間

時間

（注） １　機械の規格については、当初契約の規格であり、発注者の承諾により変更することができる。
２　機械除雪の数量は、昼間（8：00～17：00）、（17：00～20：00）及び夜間（20：00～5：00）、（5：00～8：00）
　　に区分し、単位は時間とする。
３　借上げ機械の場合は、自社又はリース機械とする。

備考

道路除排雪委託業務数量明細書

除雪グレーダ

除　排　雪　機　械　名 規　格 台数
機械
区分

運転員
の人数

当初契約予定数量
（記載数量は、契約後、実績に応じて変更する）

単位
夜間昼間

除雪ドーザ


